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平成 25年 4月 26日 付け再々質問へのご回答について

厚生労働省食品安全部企画情報課

4月 26日 付け再々質問について、回答させていただきます。

1、 2 ,壊よび3に ついて

今回の事案では、職員が本裁判に関係する資料を綴つていたファイル自体をそのまま携

行 したため、原告以外の方の氏名等も記載 された名簿を遺失することとなりました。ま

た、遠隔地への出張の際には、携行する書類の取扱いについて十分に注意することを前

提に、従来より自宅から直接出張先に向かい、出張先から直接帰宅することを認めてい

ました。

こうした事情も今回の事案が生じた要因になったと考えられることから、2月 末に、訴

訟関係書類を外部へ持ち出す際のルールとして、①出張時に持ち出す書類の範囲を必要

最小限にとどめるとともに、原則 として開田部を閉じることができる鞄で携行する、②

交通機関等での移動中には、書類を常に携帯し、網棚等の身体から離れた場所、目の届

かない場所に置かない、③原貝Jとして、用務のある日に持ち出し 。持ち帰 りを行 う (用

務の日程上 どうしてもやむを得ない場合には上司の承諾を得る)を 定め、実施 している

ところです。

4に ついて

当該質問は、今般の裁判関係書類の遺失とは直接関わらないものと思われますが、参考

としてお答えいたします と、森永ひ素ミルク中毒事件については、①昭和47年 9月 ま

でに把握され、森永ミルク中毒事件被害者名簿に記載された方と、②当該被害者名簿に

記載されなかった方であって、その後飲用認定された方を、被害者として把握しており、

その名簿については、①を厚生労働省が、②をひかり協会が管理しています。

被害者のうちこれまでに死亡された方については、ひかり協会が可能な限り把握を行つ

ており、平成24年 10月 末時″点で1170名 となつています。当該数値については、

森永ミルク中毒事件全国担当係長会議等の場で配布しています。なお、厚生労働省のホ
ームページにおいては、森永ひ素ミルク事件による死亡者数として、概ね実情把握が可

能であつた事件直後の昭和32年 3月段階の人数 (130名 )を 載せておりますが (別

添 1)、その後の被害者の動静について正確な把握が困難なこと、また死亡原因の把握が

困難なことから掲載しておりません。

5及 び 6に ついて

2月 25日 付けの報道発表資料 (別添 2)に おいて、本事案については遺失 として公表

してお り、メディアでの報道は、それを踏まえたものと考えてお ります。



なお、4月 12日 付けの回答で盗難 と表現しましたのは、当該職員に聴取したところ、
座席上の荷物置きに紙袋を置いた際も下車する駅で確認 した段階でも、周囲に他の荷物
がなかったことが確認され、他の乗客による取 り違えとは考えられない等の事情による

ものです。ただ し、当該職員が管理上の注意を怠ったことについてはご指摘のとおりで

あると考えます。

7 に つ V てヽ

ご指摘のNHKの 報道については、その内容を承知 してお りませんが、名簿に記載され
ている方は、 4月 12日 付けの回答でお答えしたとお り、症状が重症である方に限られ
ません。

8に ついて

遺失した裁判関係資料に記載されていた被告側の名称 (法人及び代表者の名称)は 、原
告側の氏名 と同様、情報の性格上、当省から広 く公開することが適当ではないと判断 し

たことから、報道発表資料 (別添 2)で は記載せず、「原告関係者 (3名 )、国以外の被
告関係者 (10名 )」と表記 したところです。

9、 10及 び 11に ついて

ご指摘のような万一の事態も考慮 し、何か気になることが生 じた りご′心配の点がある場

合に対応する窓 口を厚生労働省に設けるとともに、今般このような事態が生じたことに
ついてのお詫びと窓日の連絡先について、被害者やご家族の方々にお知 らせするため、

厚生労働省のホームページに掲載いたしました。

ひかり協会及び森永ひ素ミルク中毒事件の被害者を守る会には、こうしたお知 らせの周

知にご協力いただくため、お託びと窓日の連絡先について機関紙に掲載 していただくよ

うお願いいたしましたが、ご懸念のような差別事案が生 じた場合の対処をお願いしたと
い うようなことはありません。

なお、被害者の方等から窓口に対 しお問い合わせがあれば、その方が当該名簿に掲載 さ

れていたか どうかをお答えすることが可能です。また、万一
、ご懸念のような当該名簿

の情報がインターネ ットで公開されている等の事実が確認 されれば、関係機関と協議す

るなど必要な措置を話 じてまいります。

以上、本事案に関し、3度 にわたりご質問いただいた事項について回答させていただきま

した。これらの回答をもつて、ご理解いただきますようお願いいたします。今後、こうにンた

裁判関係書類の遺失といった事態が再度発生しないよう、情報管理の徹底を図つてまい りま

す。
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